
高 齢 運 転 者 等

専用駐車区間制度



高齢運転者等専用駐車区間制度

高齢運転者等標章自動車のみが

道路上に、

平成２１年の道路交通法改正により新設

～平成２２年４月１９日（月）施行～

高齢運転者等標章自動車のみが

駐車をすることができる駐車区間

を設置することを可能とする制度



イメージ

駐車可駐車違反

標章を
掲出



高齢運転者等専用場所
（高齢運転者等専用駐車区間）

交通規制の種類

高齢運転者等専用
時間制限駐車区間



高齢運転者等専用場所・
高齢運転者等専用時間制限駐車区間

高齢運転者等が運転する

届出をした普通自動車であって、

交付を受けた高齢運転者等標章を掲示した

高齢運転者等標章自動車のみが

駐車をすることができます。



「高齢運転者等」とは？

普通自動車対応免許を受けた人で、

◇ ７０歳以上の人

◇ 聴覚障害を 転免許 条 が◇ 聴覚障害を理由に運転免許に条件が
付されている人（聴覚障害者マーク対象者）

◇ 肢体不自由を理由に運転免許に条件
が付されている人（身体障害者マーク対象者）

◇ 妊娠中又は出産後８週間以内の人



「高齢運転者等標章」ではなく「専用場所駐車標章」と記載されている

標章交付番号
交付年月日

届出をした普通自動車の登録
（車両）番号（複数台の届出が
あった場合は欄内に複数台分

高齢運転者等標章

記載）

公安委員会
公印

該当する要件（該当するものを○で囲む）
１号：70歳以上
２号：聴覚障害又は肢体不自由を理由に運転免許に条件
３号：妊娠中又は出産後８週間以内

銀箔の旭日章
傾けると「専」と「用」の
文字が浮かび上がる



標章の申請

住所地を管轄する公安委員会に申請

○ 申請窓口

◇ 警察署交通窓口

午前８時３０分から午後５時まで
の時間になります。



標章の申請

◇ 高齢運転者等標章申請書の提出

○ 必要な書類

◇ 運転免許証

◇ 車検証（コピーでも可）

◇ 妊娠の事実又は出産の日を証する
書類（母子健康手帳、戸籍謄本等）

の提示



「標章車」とは？

駐車をすることができる
高齢運転者等標章自動車（標章車）とは、

① 高齢運転者等が運転する① 高齢運転者等が運転する

② 公安委員会に届出をした普通自動車
であって

③ その高齢運転者等が交付を受けた
高齢運転者等標章を掲示したもの



標章車

⇒ 標章車として適法に駐車するには、

① 高齢運転者等本人が運転
（同乗のみでは不可）（同乗のみでは不可）

② 標章の表面に登録番号が記載され
ている普通自動車

③ 駐車している間、前面に標章を掲示

のすべてを満たす必要があります。



秋田県の高齢運転者等専用駐車場所

番号 警 察 署 別 駐車区間場所 駐車台数

１ 鹿角警察署 花輪郵便局付近 ２台

２ 大館警察署 扇田病院前 ３台

３ 能代警察署 総合体育館付近 ６台

４ 秋田中央警察署 秋田市役所裏 ８台

５ 秋田中央警察署 ＮＴＴ東日本秋田
支店付近

３台

６ 秋田東警察署 秋田駅東口 ５台

７ 大仙警察署 仙北組合病院付近 ３台



大仙市の高齢運転者等専用駐車場所

◎仙北組合総合病院とジョイフルシティ大
曲店跡地の間の道路になります。

◎宝くじ売り場の向かい側に３台分の駐車
場所があります。

◎駐車場所は、白色の白線と標識が設置さ
れています。
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